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平成 23 年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う 

処方せんの取扱いについて 
 
平成 23 年東北地方太平洋沖地震における処方せん医薬品の取扱いについては先般お知らせし
たところですが、処方せん医薬品の取扱いについて問い合わせが目立つ状況であることを踏まえ、
日本薬剤師会において下記のとおり資料が作成されました。 
なお、今回の地震の被災者に係る一部負担金の取扱いについては、「保険調剤ニュース№32」で
お知らせしたところですが、福島県における原子力発電所の事故に伴い避難した患者についても
「住家の全半壊、全半焼」に準ずる被災に該当するとのことです。 
 

 


